
（

(1) (2)

(3) （平成19年４月１日現在：単位　人）

　
3 3
33 32
10 9
9 9
3 3
15 15
34 32
8 8

24 24
5 5
7 7
36 36

(1)

（注）　人件費には、町長等特別職に支給される給料等及び議員等の報酬も含まれています。

(2)

（注１）　職員数は、一般会計の予算上の人数です（国民健康保険・下水道等の特別会計の職員は含まない。）
（注２）　平成19年度当初の予算計上額です（教育長を含む。）
（注３）　職員手当には、児童手当・退職手当は含まれていません。

(3)

富岡町役場総務課内において閲覧することができます。）

551,328 75,122 224,978 851,428

0
0

-4

6,984,625 210,295 1,239,015

実質収支歳出額（Ａ）

（平成18年度一般会計決算）

人件費（Ｂ）

0
-1
-1
0

0

0
0
-2
0
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平均年齢

４４歳７月

区　　分

一般行政職

平均給料月額

３４３，5００　円

職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況 （平成19年４月１日現在）

給　　与　　費
（Ａ） 計（Ｂ）

千円千円
期末・勤勉手当

17.74%

職員給与費の状況 （平成19年度一般会計予算）

１５，８７３　人
千円 千円 千円

人件費率

　　町政に対してより一層のご理解をいただくために、「富岡町人事行政の運営等の状況の
公表に関する条例」に基づき、人事行政の運営等の状況についてお知らせいたします。

1．　　職員の任免及び職員数に関する状況

総　　務
税　　務

職 員 採 用 の 状 況 (H18.4.2～H19.4.1)

一般行政職
保 健 師

男性 女性

計 2

議　　会

1

一
　
般
　
行
　
政

2
0

0
1

農　　水
商　　工
土　　木

合計
2
1
3

懲　戒　免　職
失　　　　　　職

職員の退職の状況 (H18.4.1～H19.3.31)

定　年　退　職
勧　奨　退　職

死　亡　退　職

0
7
1
0
0
0
0

普　通　退　職
分　限　退　職

計 8

部門別職員数の状況と主な増減理由

平成18年
部　　門

平成19年
対前年

職　員　数（人）
主な増減理由

民　　生

合　　計

下水道
その他
小計

　
保育所の業務内容見直し、退職者の不補充

特 別 行 政

衛　　生
小　　計
教　　育

115 -4
0

総務一般の退職者の不補充
課税業務の電子化
　

　

　
　

２．　　職員の給与の状況

人 件 費 の 状 況

（Ｂ／Ａ）
住 民 基 本 台 帳 人 口
（平成19年３月末現在）

公営企業等

111

151 147

千円 千円　　　　　　　　　人

職　　員　　数
給　　料 職員手当

富岡町人事行政の運営等の状況



(4)

　 　

　

　

　 　

(5)

(6)

(7)

人

人

人

人

人

人

人

(8)

(注）　町長、副町長及び教育長は、給与抑制のため、当該額の５％をカットし支給
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給料・報酬月額（５％減額後の月額）

６４４，０００円（６１１，８００円）

８１５，０００円（７７４，３００円）

期　末　手　当

６月期　　　　１．４月
12月期　　　　１．５５月
　　　計　　　　２．９５月

特 別 職 の 報 酬 等 の 状 況

区　　分

合　　　　　　　計

６１０，０００円（５７９，５００円）

３０８，０００円

２５９，０００円

２３８，０００円

６月期　　　　１．６　月
12月期　　　　１．７０月
　　　計　　　　３．３０月

報　　酬

町　　長

副町長

教育長

議　　長

副議長

議　　員

給　　料

４  級

３  級

１　課長補佐の職務　　２　困難な業務の処理又は特に高度な知識経験を必要
とする業務を行う副主幹その他これに相当する係員の職務

7

１　係長の職務
２　主査又は主任その他これに相当する係員の職務

45

21

高度な知識経験を有する業務を行う副主査その他これに相当する係員の職務２  級

18.1

42.8

20.0

6.7

（平成19年4月１日現在）

構成比％

2.9

9.5

職員数

3

10

１  級 主事その他これに相当する係員の職務

（平成19年4月１日現在）

(注）　　給与実態調査の定義に基づき、税務職、保育士、児童厚生員、保健師等を除く

100

19

一 般 行 政 職 の 級 別 職 員 の 状 況

区　　分

６  級

５  級

標　準　的　な　職　務

参事又は特に困難な業務を処理する課長の職務

課長及び主幹その他課長相当職の職務

１．４月

１．５５月

２．９５月

０．７２５月

０．７２５月

１．４５月

期末・勤勉手当

６月

１２月

計

区　　分 支給月 期末手当 勤勉手当

期 末 ・ 勤 勉 手 当 の 支 給 状 況 （平成19年4月１日現在）

（注）　経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものです。

　　一般行政職　　　

大学卒 376,900円 円

円短大卒

２０年以上２５年未満

（平成19年4月１日現在）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

短大卒

高校卒

区分／経験年数

　　一般行政職　　　 円162,300

１０年以上１５年未満

高校卒

294,400 円

284,900
237,500

初　任　給

職 員 の 初 任 給 の 状 況 （平成19年4月１日現在）

大学卒

採用２年後区　　分

182,200 円

335,800
円 円

円

275,800 340,400
円 292,500

329,100

146,700 円

１５年以上２０年未満

円

170,200 円

151,000 円

138,400 円



(9)

　
　
　
　

(10)

･　持ち家居住　月　２，５００円（新築等5年までは、3,500円）

(1)　　職員の勤務時間（標準的なもの）

  （ただし、１回の勤務時間が5時間未満の場合は、半額支給）
  宿日直勤務をした職員に支給    1回　5,600円

・　課長補佐職　　　　　　　　　　　１回　4,000円
・　課長及び課長相当職　　　　　１回　6,000円

   （ただし、１回の勤務時間が６時間を超える場合は、上記金額に150/100を乗じて得た額）

（平成19年4月１日現在）

（現在は、課長補佐を除き支給額の１０％をカットし支給中）

・　特殊現場作業従事職員　　　　 作業に従事した日１日につき500円
・　用地交渉業務従事職員に従事した日１日につき500円（月10,000円限度）　　　

（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.5倍）
・　勤務日における時間外勤務１時間につき　　　　当該職員の時間単価×1.25倍
  正規の勤務時間を越えて勤務した職員に支給

・　勤務１時間につき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当該職員の時間単価×1.35倍

（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍）

６　扶養している子のうち、満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する以後の最
初の３月３１日までの間、子１人につき　　　　　　月額　５，０００円の加算
  通勤距離（片道）が２ｋｍ以上の職員に支給

  自己所有の家に居住するか、借家等に居住し、家賃を支払っている職員に支給

・　税務職員が徴収業務に従事した日１日につき500円（月10,000限度）

   著しく危険、不快、不健康、又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を
必要とする職員に支給

･　借家等居住　家賃月額の２分の１（月　２７，０００円上限）＊月額9,500円を超える場合等の条件あり

　　・　自動車等で通勤する場合　　　　通勤距離に応じて、月２，３００円～４４，９００円
　　・　バス等の交通機関を利用して通勤する場合　　　　　
　　　　　当該交通機関に係る運賃等の額　　　　　　　最高月額５，５０００円

１　配偶者　　　　　　　　月額１３，０００円
２　配偶者のいない職員の扶養親族のうち、１人　　　　　　　　　月額１１，０００円
３　配偶者以外の扶養親族のうち、２人まで１人につき　　　　　 月額　６，０００円

５　その他の扶養親族（３人目以降）１人につき　　　　　　　　　　月額　６，０００円

・　保育所勤務職員　　月4,000円

宿 日 直 手 当

特 殊 勤 務 手 当

住 居 手 当

・　防疫作業従事職員　　　         作業に従事した日１日につき500円

・　死犬等処理作業従事職員　　　処理に従事した日1日につき500円

  臨時又は緊急の公務のため、週休日、祝日又は年末年始の休日に勤務した管理職に支給

  祝日及び年末年始の休日において勤務した職員に支給

・　週休日における時間外勤務１時間につき　　　　当該職員の時間単価×1.35倍

（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍）

扶 養 手 当

通 勤 手 当

管理職特別勤務
手当

管 理 職 手 当

休 日 勤 務 手 当

時間外勤務手当

その他加算措置 定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）　

一　人　当　た　り　の
平　均　支　給　額

２１，９７２千円

41.34
41.5 50.7
59.28 59.28

区　　分
退　職　理　由

自己都合 勧奨・定年

支　給　率
33.5

勤続２０年
勤続２５年
勤続３０年
最高限度

23.5 30.55

勤続期間

・　死体等取扱業務従事職員　　　行旅病人の場合　5,000円　　行旅死亡人の場合　10,000円

４　配偶者を扶養していない場合の１人目の扶養親族　　　　　　月額　６，５００円

職 員 手 当 の 支 給 内 容

（平成19年4月１日現在）

区　　分 内　　　　　　　　　　　容

退 職 手 当 の 支 給 状 況

3.　職員の勤務時間その他の勤務条件

４０時間 8:30

１週間の勤務時間 開始時間 終了時間

17:15

休 憩 時 間

・　参事　　　　　　１２％
・　課長　　　　　　１０％

・　主幹　　　　　　８％
・　課長補佐　　　　７％

  課長補佐以上の管理職の給料月額に対して支給

12：00～12：45

（平成19年4月１日現在）



(2)  年次有給休暇の取得状況

(注)　育児休業者、新規採用者を除く

(4)   育児休業の状況

４．　職員の分限及び懲戒処分の状況

(1)  分限処分者の状況

地公法第28条第１項第1号

地公法第28条第１項第3号

地公法第28条第2項第2号

(2)  懲戒処分者の状況

地公法第29条第１項第1号

5.  職員の服務の状況

(1)    職員の営利企業等従事許可の状況

0

0

0

自ら営利を目的とする場合

報酬を得て事業又は、事務に従事する場合

（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

0

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする社会、その他の役員、顧問、評議員及
び当該会社、団体等の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合

0 0 0 0

0

0

0 000

0 0 00 0

0 0

0 0 0 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない
非行のあった場合

地公法第29条第１項第2号

地公法第29条第１項第３号

合　　　　　計

職務上の義務に違反し又は職務を
怠った場合

法令に違反した場合

処分の種類
戒告 減給 停職 免職 合計 訓告等

0 0

0 0

（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

　　処　　分　　事　　由

0 0

0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 00

地公法第27条第2項

休職 降給

0 0 0 0

0 0

0

0

心身の故障

職に必要な的確性を欠く場合

職制、定数の改廃、予算の減少によ
り廃職、過員を生じた場合

地公法第28条第１項第2号
                  第2項第1項

地公法第28条第１項第4号

合　　　　計

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

勤務成績が良くない場合

　　処　　分　　事　　由
処分の種類

降任 免職 合計 失職

00

前年度から引き続いている者

男　性 女　性

0 5

0 1

（平成18年1月1日～平成18年12月31）

（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

新たに育児休業を取得した者

７，０７６　時間

職員一人あたりの平均時間

５９　時間

(3)   時間外勤務及び休日勤務等の状況

時間外・休日勤務総時間

消化率

29.00%

全対象職員数

138

平均使用日数

10.78

（平成18年1月1日～平成18年12月31）

総付与日数

5,208

総使用日数

1,482



6．　職員研修の実施状況

(1)　　研修機関（ふくしま自治研修センター）における研修の実施状況

7.  職員の福祉及び利益の保護の状況

(1)  健康診断の状況

8．　勤務条件に関する措置の要求の状況 　

9．　不利益処分に関する不服申立ての状況

継続件数
0

不服申立件数
0

（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

措置要求件数継続件数
0 0

臨時職員含む

臨時職員含む

13

11

特別職、通年雇用を含む 

特別職、通年雇用を含む 

特別職、臨時職員を含む 

特別職、通年雇用を含む 

55

15

37

30

脳 ド ッ ク

定 期 健 康 診 断

Ｖ Ｄ Ｔ 検 査

乳 が ん 検 診

子 宮 が ん 検 診

156

95

96

156

156

193

新規採用職員研修

階 層 別 職 員 研 修

能力開発・向上研修

人 間 ド ッ ク

対象者健康診断の種類

5

11

46

受診者数 備　　　考

（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

1

5

41

研  修  名 研修回数 参加者数

（平成18年4月1日～平成19年3月31日）


